
８．職員手当の状況

（１）期末手当・勤勉手当（一般職員）

区　分
甘楽町 国

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

支給割合 2.55月分 1.90月分 2.55月分 1.90月分

（２）退職手当　　　　　　　（令和３年４月１日現在）

区　分 勤続20年 勤続25年 勤続35年 最高限度

自己都合 19.6695
　　  月分

28.0395
　　　月分

39.7575
　　　月分

47.709
　　　月分

勧奨・定年 24.586875　　　月分
33.27075
　　　月分

47.709
　　　月分

47.709
　　　月分

（３）特別職の報酬等の状況

区　分 給与月額 期末手当 区　分 報酬月額 期末手当

町　長 722,000円
4.30
月分

議　長 290,000円
4.30　
月分副町長 584,000円 副議長 225,000円

教育長 546,000円 議　員 210,000円

９．職員数の状況（令和４年度採用・３年度退職）

区分 試験
採用 再任用 定年

退職
勧奨
退職

再任用
退職

普通
退職

死亡
退職

人数 ２人 ２人 ４人 0人 ０人 １人 ０人

10．職員の人事評価の状況

評価の種類 対象者 実施時期

業績評価 全職員 令和３年９月／令和４年３月

能力評価 全職員 令和４年３月

　町職員の給与や定員は、国や他の地方公共団体などとの均衡を考慮して、
町議会の議決を経て条例で定められています。
　前年度（令和３年度）の人事行政の運営状況について公表します。

■ 問い合わせ　総務課庶務係☎74-3131

１．人件費の状況（普通会計決算）

住民基本
台帳人口
（３.3.31）

歳出額
Ａ 実質収支 人件費

Ｂ
人件費率
（Ｂ／Ａ）

２年度の
人件費率

12,881人
66億
6,940
万円

３億
1,320
万円

10億
9,037
万円

16.3％ 13.9％

５．職員の経験年数別・学歴別平均給与月額の状況

区　分 経験10年以
上15年未満

経験15年以
上20年未満

経験20年以
上25年未満

一　般
行政職

大学卒 263,200円 305,400円 360,900円

高校卒 ー ー 320,500円

２．職員給与費の状況（普通会計決算）

職員数Ａ
給　与　費 １人当たり

の給与費
（Ｂ／Ａ）給料 職員手当 期末勤勉手当 計　Ｂ

（３年度）
95人

3億
3,275
万円

5,588
万円

１億
3,301
万円

５億
2,164
万円

549
万円

（２年度）
9５人

3億
2,985
万円

5,200
万円

１億
3,267
万円

５億
1,452
万円

542
万円

㊟ 職員数は特別会計の職員を除き、職員手当には退職手当
を含みません。

３．職員の平均給与月額、平均年齢の状況
　（一般行政職）　　　　　(令和３年４月１日現在）

区　分 一般行政職 技能労務職

甘楽町 296,400円
（39.5歳）

275,200円
（43.9歳）

４．職員の初任給の状況　　(令和３年４月１日現在）

区　分 甘楽町 国

一　般
行政職

大学卒 182,200円 182,200円（Ⅱ種）

高校卒 150,600円 150,600円

６．一般行政職の級別職員数等の状況
　　　　　　　　　　　　（令和３年４月１日現在）
区　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級
標準的な
職務の内容

主事補
主事 主事 主任 主査

係長 補佐 課長

職員数（人） 12 19 15 13 ９ 9

構成比（％）15.6 24.６ 19.５ 16.9 11.7 11.7
１年前の
構成比（％）14.5 25.0 18.4 15.8 14.5 11.8

㊟ 甘楽町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数
です。標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する
代表的な職務です。

７．定員管理の状況

①部門別職員数の状況　（令和３年４月１日現在）

部　門 職員数 対前年
増減数 主な部門R2 R３

一般行政 70人 73人 +3
議会、総務、
税務、農水、
商工、土木、
民生、衛生

特別行政 22人 22人 0 教育
公営企業など
会計部門 21人 21人 0 水道、下水道、

その他
合　計 113人 116人 +3 条例定数は

139
㊟ 職員数は一般職に属する職員数で、地方公務員の身分を
保有する休職者などを含みます。

　②定数管理の年次別状況（過去５年推移）

Ｈ30 R元 R２ R3 R４

114人 111人 113人 116人 114人
■ 問い合わせ　住民課環境係☎64-8315

　「動物の愛護及び管理に関する法律」の改
正により、令和４年６月１日からペット
ショップなどで販売される犬・猫について、
マイクロチップの装着が義務化されました。
　すでに自宅で飼っている犬・猫へのマイ
クロチップの装着は、飼い主の努力義務と
なります。

　生後91日以上の犬は、狂犬病予防法によ
り登録と毎年１回の狂犬病予防注射を受け
ることが義務付けられています。
　町では春と秋に集合注射を実施していま
す。動物病院でも個別注射を受けられます
ので、動物病院にご相談ください。

　　　 犬・猫の
　　　 マイクロチップ
　　　 装着が義務化

vol.155

環 境 保 健 協 会
か ら の お 知 ら せ

犬の登録と
狂犬病予防注射

▶詳しくは、町ホーム
　ページをご覧ください

こんなときはこんなときは
手続きが必要です手続きが必要です

●犬を譲渡したとき
●新たに犬を飼い始めたとき
●富岡甘楽獣医師以外で狂犬病予防注射
をしたとき

●犬が死亡、行方不明になったとき

▶詳しくは、町ホーム
　ページをご覧ください

給与・定員など給与・定員など

人事行政人事行政をを公表公表しますします

町政の動き
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